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  2 月 13 日発生の地震に係る災害ごみの取扱いについて  

市民の皆様からのお問い合わせが多いことから、再度お知らせし

ます。(特に※の箇所をご確認ください。) 

 

【市民の方】 

◆災害ごみの収集 

・少量の場合は、ごみカレンダーに従い集積所に出してください。 

 ◆クリーンセンターへの自己搬入の受入(無料) 

・場 所：富久山・河内クリーンセンター 

・期 間：２月 14日（日）から当面の間（休祝日を含む） 

・時 間：午前８時 30分～午後４時 

・その他：自己搬入が困難な方（家電リサイクル品含む）については、   

３Ｒ推進課へお問い合わせください。 

※搬入確認券の事前申込は不要です。 

※窓口にて運転免許証等の提示をお願いします。 

 

【事業者の方（中小企業に限る）】 

◆クリーンセンターへの自己搬入の受入 

  搬入に係る条件については、上記と同様ですが、建築廃材及び処理困難

物（危険物、薬品など）については、搬入できません。判断が難しいもの

については、３Ｒ推進課へご相談ください。 
 
 
 

 

 

 

【問合せ先】 3Ｒ推進課 TEL 924-21８1 
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